
 

第２期アーティスト・フォローアップ（モデル）事業 助成金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、公益財団法人千葉県文化振興財団（以下、「財団」という。）が 

千葉県と締結した「第２期アーティスト・フォローアップ（モデル）事業運営業務

委託契約」に基づき、財団が行う「第２期アーティスト・ フォローアップ（モデ

ル）事業」の助成金の交付に関して、必要な事項を定める。 

 

（助成対象者）  

第２条  この助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次の 

条件をすべて満たす個人又はグループ等とする。 

（１） 千葉県に在住、在学、又は千葉県を活動拠点としていること。 

（２） 美術（平面・立体）、デザイン、軽音楽、コンテンポラリーダンスの分野に 

おいて活動する新進気鋭のアーティスト 

（３） 令和８年３月３１日時点で３９歳以下の者 

２ 次に掲げる個人又はグループ等は、この要領に基づく助成金の対象としない。 

（１）特定の政治活動又は宗教活動を目的とするとき。 

（２）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

（３）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に 

規定する暴力団員をいう。） 

（４）法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に

暴力団員に該当する者があるもの 

（５）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（６）千葉県に納付すべき税及び千葉県に対する債務の支払いを滞納している者 

 

 （助成対象事業） 

第３条 助成金の交付の対象とする事業（以下「助成対象事業」という。）は、美術 

（平面・立体）、デザイン、軽音楽、コンテンポラリーダンスの分野において、 

支援プログラム１（伴走型）はアーティストとしてのキャリア形成に係る活動、 

支援プログラム２（テーマ設定型）は千葉県独自の多様な魅力（豊かな自然、歴史、 

文化など）をテーマとした芸術創造活動とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する事業は、助成金の交付の対象外とする。 

（１）千葉県又は財団が主催、共催する事業 

（２）千葉県又は財団から補助金、支援金、助成金、委託費等が支給されている事業   

又は支給を予定されている事業 

（３）千葉県及び財団が管理運営する施設との共催事業、提携事業 

（４）国際親善や市民レベルでの文化交流を目的とする活動 

（５）特定の政治活動、宗教活動 

（６）慈善事業等への寄付を主な目的とする活動 



 

（７）支出以上の収入が見込める活動 

 

（助成金） 

第４条 財団は、助成対象事業を実施するために必要な経費のうち、助成金交付の対

象として認められる経費（以下「助成対象経費」という。）について、助成金を交付

する。 

２ 助成金の額は、支出合計額から自己収入額を控除した助成対象経費の合計額とし、

１件につき５０万円を上限とする。 

３ 助成の対象とする事業期間は、原則として令和７年４月１日から令和８年２月 

２８日までの１１か月とする。 

 

（助成対象経費） 

第５条 助成対象経費は、以下のとおりとする。 

（１）制作にかかる資材費・機材費 

（２）会場使用費 

（３）印刷費、郵送費、保険料など事務費 

（４）著作権料 

（５）発表等の当日運営費 

（６）調査研究費 

（７）その他制作活動にあたって必要な経費で財団が認めるもの 

２ 次に掲げる経費は助成の対象外とする。 

（１）交際費、接待費、飲食費 

（２）諸給与、生活費 

（３）事務所の維持費・管理運営費 

（４）行政機関・金融機関に支払う手数料（パスポート取得経費、印紙代、振込手数 

料等） 

（５）個人やグループ等の財産となるものの購入 

（楽器購入費、機材購入費、事務機器、事務用品の購入・借用費等） 

 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を財団に提出しな 

ければならない。 

（１）支援プログラム１（伴走型） 

ア 支援プログラム１助成金交付申請書（第１号様式個人用 又は 第２号様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟ用） 

イ 誓約書（第３号様式） 

（２）支援プログラム２（テーマ設定型） 

ア 支援プログラム２助成金交付申請書（第１号様式個人用 又は 第２号様式

ｸﾞﾙｰﾌﾟ用） 

イ 誓約書（第３号様式） 



 

（助成金の交付決定及び通知） 

第７条 財団は、前条に規定する申請を受理したときは、審査を経て交付決定をし、 

助成金交付決定通知書（第４号様式）により助成金交付を通知するものとする。 

 

（助成金の交付決定の条件） 

第８条 前条の規定に基づき助成金の交付決定を受けた申請者には、次の（１）及び

（２）の条件を付す。 

（１）助成対象となる活動の実施に関する一切の責任を申請者が負うこと。 

（２）助成金を助成対象となる活動以外の目的に使用しないこと。 

 

（活動内容の変更等） 

第９条 助成対象者は、活動内容の変更又は助成事業に要する経費の変更が生じた場

合、あらかじめ、変更（中止・廃止）申請書（第５号様式）を財団に提出し、承認

を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りではない。 

２ 財団は、変更申請を受理したときは、その内容を審議の上、変更の適否を決定し、

変更（中止・廃止）申請承認書（変更：第６号様式、中止・廃止：第７号様式）に

より助成対象者に通知するものとする。 

 

（活動報告書等の提出） 

第１０条 助成対象者は、支援プログラム１（伴走型）は定められた期日までに、支援 

プログラム２（テーマ設定型）は対象となる活動の完了後３０日以内又は定めら 

れた期日までに、次の書類を財団に提出しなければならない。 

（１）支援プログラム１（伴走型） 

ア 活動報告書（第８号様式） 

イ 年鑑等（チラシやパンフレットなどの印刷物画像や映像等を含む） 

（２）支援プログラム２（テーマ設定型） 

ア 活動報告書（第９号様式） 

イ 年鑑等（チラシやパンフレットなどの印刷物画像や映像等を含む） 

 

（助成金の交付額の確定） 

第１１条 財団は、前条の規定による活動報告があった場合においては、その内容 

等を審査し、助成対象事業が助成金の交付の内容及びこれに付した条件に適合する 

と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書（第１０

号様式）により助成対象者に通知する。 

２ 財団は、助成対象者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既に 

その額を超える助成金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる 

ものとする。 

３ 前項の助成金の返還期限は、当該命令のなされた日から起算して１５日以内とし、

期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じ 

て年利１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 



 

（助成金の交付及び精算） 

第１２条 前条に規定する助成金交付額確定通知書を受けた助成対象者は、助成金の 

交付を受けようとする場合は、助成金請求書（第１１号様式）を財団に提出しな 

ければならない。 

２ 財団は、第１項の規定にかかわらず、助成対象者の請求に基づき交付決定額の 

２分の１を概算払により交付することができる。 

３ 前項の規定により概算払を受けた助成対象者は、前条の助成金交付額確定通知書 

を受けた後、助成金の精算を行うものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１３条 財団は、助成対象者が次の（１）から（４）までのうちいずれかに該当 

する場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものと 

する。 

（１）助成の交付申請について、不正の事実があった場合 

（２）助成金を他の目的に使用した場合 

（３）その他この助成金の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの 

要領に違反したと認められる場合 

（４）助成の対象となる活動を中止した場合 

２ 財団は、前項により取消しをした場合は、助成金交付決定取消通知書（第１２号 

様式）により速やかに助成対象者に通知するものとする。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１４条 財団は、助成金の交付決定をした場合において、天災地変その他交付の決

定後生じた事情の変更により、助成対象者の活動の全部若しくは一部を遂行でき 

なくなったときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決

定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。 

 

（助成金の返還） 

第１５条 財団は、第１３条及び第１４条の規定により交付決定の取消しをした 

場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、 

期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

２ 財団は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から 

納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５パーセントの割合で計算した加算金 

の納付を併せて命ずるものとする。 

３ 第１項に基づく助成金の返還については、第１１条第３項の規定を準用する。 

 

（書類等の整備保管） 

第１６条 助成対象者は、当該助成対象活動に係る収入及び支出に関する帳簿、関係 

書類及び領収書等の証拠書類等を整備しなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿、関係書類及び領収書等の証拠書類は、助成金の交付を受け 



 

た年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（調査等） 

第１７条 財団は、助成対象事業の適正な遂行を確保するため必要があるときは、 

助成対象者に対し報告させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２ 財団は、前項の規定による調査等により、助成対象者による活動が助成金の 

交付決定の内容又はこれに付した条件に適合していないと認めるときは、助成対象 

者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

３ 助成対象者は、前項の規定による命令を受けたときは、これを誠実に遵守しな 

ければならない。 

 

（その他） 

第１８条 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

 

 

 

附 則 

この要領は、令和６年１０月１日から施行する。 

 


